
用語の定義

公契約

① 県が発注する建設工事の請負契約

② 県が業務を委託する契約

③ 県と指定管理者との公の施設の管理に関する協定

特定公契約

受注者 県と公契約を締結した者

特定受注者 県と特定公契約を締結した者

下請負者等

㋐ 受注者その他の県以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託
する者

㋑ 自己の雇用する労働者を受注者又は㋐に掲げる者のために公契約に係る業務に
従事させる者

特定下請負者等

ⓐ 特定受注者その他の県以外の者から特定公契約に係る業務の一部を請け負い、
又は受託する者

ⓑ 自己の雇用する労働者を特定受注者又はⓐに掲げる者のために特定公契約に係
る業務に従事させる者

特定労働者

Ⓐ 正社員、日雇い労働者、パート、アルバイト等雇用形態を問わず特定公契約に
係る業務に従事する労働者のうち、最低賃金法に規定する最低賃金の適用を受け
る労働者

Ⓑ 労働者派遣法の規定により当該業務に派遣される者

特定公契約

① 県が発注する建設工事の請負契約 左記のうち予定価格が３億円以上のもの

② 県が業務を委託する契約
左記のうち予定価格が３千万円以上のもの（※）
（契約期間が６ヶ月を超えるものに限る）

③ 県と指定管理者との

公の施設の管理に関する協定
左記のうち委託料上限額が３千万円以上のもの
（※）

（※）次の業務のいずれかを含む内容のもの

ア 県が管理する建物及び土地における清掃業務、警備業務（機械警備業務を除く）、駐車場管理業務、

受付業務、案内業務、宿日直業務又は電話交換業務

イ 県が管理する建物において行う給食の調理等の業務又は洗濯業務


